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(57)【要約】
【課題】より風味の優れた油脂組成物の提供。
【解決手段】ドイツ脂質科学会（ＤＧＦ）標準法Ｃ－ＩＩＩ　１８（０９）にて測定され
るＭＣＰＤ－ＦＳの含有量Ｘ（ｐｐｍ）と、水酸基価Ｙ（ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ）が次式（１
）の関係を満たし、油脂を構成する脂肪酸中のリノール酸のトランス体含有率（％）の値
が２以上である油脂組成物。
（数１）
Ｙ≧１．２５Ｘ＋４　　（但し、Ｙ≦８８）（１）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドイツ脂質科学会（ＤＧＦ）標準法Ｃ－ＩＩＩ　１８（０９）にて測定されるＭＣＰＤ
－ＦＳの含有量Ｘ（ｐｐｍ）と、水酸基価Ｙ（ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ）が次式（１）の関係を
満たし、かつ油脂を構成する脂肪酸中のリノール酸のトランス体含有率（％）の値が２以
上である油脂組成物。
（数１）
Ｙ≧１．２５Ｘ＋４　　（但し、Ｙ≦８８）（１）
【請求項２】
　ドイツ脂質科学会（ＤＧＦ）標準法Ｃ－ＩＩＩ　１８（０９）にて測定されるＭＣＰＤ
－ＦＳの含有量（ｐｐｍ）が１０ｐｐｍ以下である請求項１記載の油脂組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風味が改善された油脂組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　油脂は身体の栄養素やエネルギーの補給源（第１次機能）として欠かせないものである
が、加えて、味や香りなど嗜好性を満足させる、いわゆる感覚機能（第２次機能）を提供
するものとして重要である。さらに、ジアシルグリセロールを高濃度に含む油脂は体脂肪
燃焼作用等の生理作用（第３次機能）を有していることが知られている。
【０００３】
　植物の種子、胚芽、果肉などから圧搾されたままの油脂には脂肪酸、モノアシルグリセ
ロール、有臭成分等が含まれている。また、油脂は加工する際にエステル交換反応、エス
テル化反応、水素添加処理などで加熱工程を経ることで、微量成分が発生し、風味が低下
する。これら油脂を食用油として使用するためには、これら微量成分を除去する事による
風味改善が必要である。その手段として、高温減圧下で水蒸気と接触させる、いわゆる脱
臭処理が一般的に行われている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５９－６８３９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記脱臭処理は通常高温で行われ、これにより有臭成分が留去され、油脂の風味が良好
となる。一方、本発明者らは、高温の脱臭処理により得られた油脂組成物のなかに、脱臭
処理により除去される有臭成分とは別に、僅かに重たく感じる風味を有するものが生じて
いるという課題を発見した。この現象は熱履歴の高い油脂組成物ほど顕著である。そして
、脱臭処理の条件を変化させても、一概に風味が良好になるというものではないというこ
とも判明した。
　なお、本明細書において油脂組成物の「風味の重さ」とは、「ねっとりと絡みつくよう
な口中感覚」をいい、「油っぽさ」とも表現されるものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、前記一定の熱履歴を受けた油脂組成物のなかに、僅かに重たく感じる風
味を有するものが生じているという課題について検討を行ったところ、かかる油脂組成物
では、ドイツ脂質科学会（以下、「ＤＧＦ」ともいう）標準法Ｃ－ＩＩＩ　１８（０９）
にて測定されるＭＣＰＤ－ＦＳが増加していて、このＭＣＰＤ－ＦＳの油脂組成物中の含
有量（ｐｐｍ）が前記「僅かに重たく感じる風味」と高い相関を持つことを見出した。そ
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して、油脂組成物中のＭＣＰＤ－ＦＳ含有量（ｐｐｍ）から一定の式により求められる値
よりも、油脂組成物の水酸基価の値が大きい場合に、当該油脂組成物が優れた風味となる
ことを見出した。なお、油脂は加熱により不飽和脂肪酸中の二重結合の異性化が生じ、ト
ランス体が生成し増加するため、本発明者らは、熱履歴の指標としてトランス体含有率を
用いた。
【０００７】
　すなわち、本発明は、ドイツ脂質科学会（ＤＧＦ）標準法Ｃ－ＩＩＩ　１８（０９）に
て測定されるＭＣＰＤ－ＦＳの含有量Ｘ（ｐｐｍ）と、水酸基価Ｙ（ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ）
が次式（１）の関係を満たし、かつ油脂を構成する脂肪酸中のリノール酸のトランス体含
有率（％）の値が２以上である油脂組成物を提供するものである。
（数１）
Ｙ≧１．２５Ｘ＋４　　（但し、Ｙ≦８８）（１）
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、風味の優れた油脂組成物が得られる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の油脂組成物は、植物性油脂、動物性油脂のいずれを原料とするものでもよい。
具体的な原料としては、例えば、大豆油、ナタネ油、サフラワー油、米糠油、コーン油、
パーム油、ヒマワリ油、綿実油、オリーブ油、ゴマ油、シソ油等の植物性油脂、更に魚油
、ラード、牛脂、バター脂等の動物性油脂、あるいはそれらのエステル交換油、水素添加
油、分別油等の油脂類を挙げることができる。
【００１０】
　本発明の油脂組成物は、モノアシルグリセロール、ジアシルグリセロール、及びトリア
シルグリセロールのいずれか１種以上を含むものである。油脂組成物中、モノアシルグリ
セロールの含有量は風味を良好とする点から、０～３０質量％（以下、単に「％」とする
）が好ましく、更に０．１～２８％、特に０．２～２５％、殊更０．５～２０％が好まし
い。ジアシルグリセロールの含有量は、２～９５％が好ましく、更に３～９０％、特に４
～５０％、殊更５～２０％であるのが生理効果、油脂の工業的生産性の点から好ましい。
トリアシルグリセロールの含有量は５～９８％が好ましく、更に９．９～９６．９％、特
に４９．８～９５．８％、殊更７５～９４．５％であるのが油脂の工業的生産性の点から
好ましい。
【００１１】
　本発明の油脂組成物中の油脂を構成する脂肪酸は、特に限定されず、飽和脂肪酸又は不
飽和脂肪酸のいずれであってもよいが、８０～１００％が不飽和脂肪酸であることが好ま
しく、より好ましくは９０～１００％、さらに９３～１００％、特に９３～９８％、殊更
９４～９８％であるのが外観、油脂の工業的生産性の点で好ましい。不飽和脂肪酸の炭素
数は１４～２４、さらに１６～２２であるのが生理効果の点から好ましい。
【００１２】
　天然に存在する二重結合を有する不飽和脂肪酸は一般にシス型であるが、熱履歴により
トランス型に異性化を起こす場合がある。本発明の油脂組成物中の油脂を構成する脂肪酸
のうち、オレイン酸がトランス型となったもの、すなわちエライジン酸の含有量は、生理
効果の点から１％以下が好ましく、０．５％以下がより好ましく、０．３％以下がさらに
好ましい。
【００１３】
　また、油脂組成物中の油脂を構成する脂肪酸のうち、飽和脂肪酸の含有量は２０％未満
であることが好ましく、より好ましくは０～１０％、さらに０～７％、特に２～７％、殊
更２～６％であるのが、外観、生理効果、油脂の工業的生産性の点で好ましい。飽和脂肪
酸としては、炭素数１４～２４、特に１６～２２のものが好ましい。
【００１４】
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　本発明の油脂組成物は、ドイツ脂質科学会（ＤＧＦ）標準法Ｃ－ＩＩＩ　１８（０９）
にて測定されるＭＣＰＤ－ＦＳの含有量Ｘ（ｐｐｍ）と、水酸基価Ｙ（ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ
）とが次式（１）の関係を満たすものである。
【００１５】
（数２）
Ｙ≧１．２５Ｘ＋４　　（但し、Ｙ≦８８）（１）
【００１６】
　また、好ましくは次式（２）の関係を満たすものである。
【００１７】
（数３）
Ｙ≧２Ｘ＋４　　（但し、Ｙ≦７０．５）（２）
【００１８】
　前述の通り、一定の熱履歴を受けた油脂組成物は、ＭＣＰＤ－ＦＳ含有量（ｐｐｍ）が
増加しており、風味の重さがある。また、熱履歴の高さは油脂組成物中のトランス型不飽
和脂肪酸含有量に反映される。そこで、本発明は、二重結合を２個有する炭素数１８の脂
肪酸（「全リノール酸」と呼ぶ）に対する、二重結合を２個有しかつトランス型二重結合
を含む炭素数１８の脂肪酸（「トランス型リノール酸」と呼ぶ）の割合を百分率で表した
もの（「トランス体含有率（％）」又は「ＬＴＲ」と呼ぶ）が一定以上の油脂組成物を対
象とする。ＬＴＲの値は２以上であるが、さらに２～８、特に２～５、殊更２．１～５で
あることが、本発明の効果が有効に発揮される点から好ましい。
【００１９】
　本発明において、ＭＣＰＤ－ＦＳは、ドイツ脂質科学会（ＤＧＦ）標準法Ｃ－ＩＩＩ　
１８（０９）（ＤＧＦ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　２００９（１４．Ｓｕｐｐ
ｌｅｍｅｎｔ），Ｃ－ＩＩＩ　１８（０９），”Ｅｓｔｅｒ－ｂｏｕｎｄ　３－ｃｈｌｏ
ｒｏｐｒｏｐａｎｅ－１，２－ｄｉｏｌ（３－ＭＣＰＤ　ｅｓｔｅｒｓ）ａｎｄ　ｇｌｙ
ｃｉｄｏｌ　（ｇｌｙｃｉｄｙｌ　ｅｓｔｅｒｓ）”）にて測定することができる。
　ＤＧＦ標準法Ｃ－ＩＩＩ　１８（０９）は、ＧＣ－ＭＳ（ガスクロマトグラフ－質量分
析計）による油脂の微量分析法であり、３－クロロプロパン－１，２－ジオール及びその
エステル（ＭＣＰＤエステル）並びにグリシドール及びそのエステルの測定方法である。
これら４成分の含有量合計がＭＣＰＤ－ＦＳの分析値として測定される。
　本発明においては、当該標準法７．１記載のオプションＡ（”７．１　Ｏｐｔｉｏｎ　
Ａ：Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｕｍ　ｏｆ　ｅｓｔｅｒ－ｂｏｕｎ
ｄ　３－ＭＣＰＤ　ａｎｄ　ｇｌｙｃｉｄｏｌ”）の方法を用いる。測定方法の詳細は実
施例に記載した。
【００２０】
　本発明の油脂組成物におけるＭＣＰＤ－ＦＳの含有量は、１０ｐｐｍ以下、さらに９ｐ
ｐｍ以下、特に５ｐｐｍ以下であることが風味の重さを改善する点から好ましい。
【００２１】
　本発明の油脂組成物は、水酸基価が８８ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ以下であるが、水酸基価はさ
らに１９～８７ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ、特に２６～７０ｍｇ－ＫＯＨ／ｇであるのが風味の重
さを改善する点から好ましい。ここで、水酸基価は日本油化学会編「基準油脂分析試験法
２００３年版」中の「ヒドロキシル価（ピリジン－無水酢酸法　２．３．６．２－１９９
６）」により測定した値をいう。
　水酸基価の測定方法の詳細は実施例に記載した。
【００２２】
　油脂組成物の水酸基価は、水酸基価が前記範囲になるように各種油脂類、モノアシルグ
リセロール、ジアシルグリセロールの他、ポリグリセリン縮合リシノレイン酸エステル、
ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポ
リオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル等の
ポリオール脂肪酸エステル、有機酸モノグリセリドを適宜組み合わせて調整することもで
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きる。
【００２３】
　本発明の油脂組成物の精製工程としては、通常油脂に対して用いられる精製工程を用い
ることができる。具体的には、トップカット蒸留工程、酸処理工程、脱色工程、水洗工程
、脱臭工程、薄膜蒸発処理工程等を挙げることができる。
【００２４】
　トップカット蒸留工程は、油脂組成物を蒸留することにより、脂肪酸等の軽質の副生物
を除去する工程をいう。
【００２５】
　酸処理工程は、油脂にクエン酸等のキレート剤を添加、混合し、更に油水分離や減圧脱
水することにより水分を除き、不純物を除去する工程をいう。キレート剤の量は、油脂に
対し、０．００１～５％が好ましく、０．０１～１％がより好ましい。
【００２６】
　脱色工程とは、油脂に吸着剤等を接触させ、色相、風味を更に良好とする工程である。
吸着剤としては、多孔質吸着剤が好ましく、例えば、活性炭、二酸化ケイ素、及び固体酸
吸着剤が挙げられる。固体酸吸着剤としては酸性白土、活性白土、活性アルミナ、シリカ
ゲル、シリカ・アルミナ、アルミニウムシリケート等が挙げられる。これらは単独で又は
２種以上を用いることができる。なかでも、副生成物の含有量を低減する点、風味及び色
相を良好とする点から、固体酸吸着剤が好ましく、酸性白土、活性白土が特に好ましい。
吸着剤の使用量は、色相、風味を更に良好とする点、生産性が良好である点から、油脂に
対して２％未満が好ましく、さらに０．１％～２％未満、特に０．２～１．５％、とりわ
け０．３～１．３％が好ましい。
【００２７】
　水洗工程は、油脂に水を接触させ、油水分離を行う工程をいう。水洗により水溶性の不
純物を除去することができる。水洗工程は複数回（例えば３回）繰り返すことが好ましい
。
【００２８】
　脱臭工程は、油脂を減圧水蒸気蒸留する工程であり、温度条件は、１２０～２７０℃、
更に１７５～２５０℃、特に２２０～２３０℃が挙げられる。処理時間としては、１～３
００分、更に３～１８０分、特に５～１１０分等が挙げられる。また、本発明の態様にお
いては、精製処理の最終工程で、通常の脱臭処理よりも低熱履歴（マイルド）な条件で脱
臭処理を組み合わせることが、風味の点から好ましい。ここで、通常の脱臭処理における
温度と処理時間の条件は、１９０～２２０℃で１２０～３００分、２２０～２５０℃で３
０～１８０分、あるいは２５０～２７０℃で５～６０分等である。
【００２９】
　一方、低熱履歴の場合の脱臭処理の条件は、処理温度は１２０～２３０℃が好ましく、
下限値は更に１７５℃とすることが好ましい。処理時間は１～１１０分が好ましく、下限
値は更に５分とすることが好ましい。圧力は０．０２～２ｋＰａが好ましく、０．０３～
１ｋＰａがより好ましい。水蒸気等の量は、油脂に対して０．１～１０％が好ましく、０
．５～６％がより好ましい。
【００３０】
　特に、その処理時間は、油脂の風味を良好とする点から、（Ａ）処理温度が１２０℃以
上２０５℃以下の場合は、５～１１０分が好ましく、更に１５～７０分が好ましく、（Ｂ
）処理温度が２０５℃超２１５℃以下の場合は、５～５０分が好ましく、更に８～４５分
、特に１２～４０分が好ましく、（Ｃ）処理温度が２１５℃超２３０℃以下の場合は、５
～３０分が好ましく、更に７～２７分、特に１０～２４分が好ましい。
【００３１】
　薄膜蒸発処理工程とは、蒸留原料を薄膜状にして加熱し、油脂から軽質留分を蒸発させ
、処理を行った油脂を残留分として得る処理である。当該処理は薄膜式蒸発装置を用いて
行われる。薄膜式蒸発装置としては、薄膜を形成する方法によって、遠心式薄膜蒸留装置
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、流下膜式蒸留装置、ワイプトフィルム蒸発装置（Ｗｉｐｅｄ　ｆｉｌｍ　ｄｉｓｔｉｌ
ｌａｔｉｏｎ）等が挙げられる。
【００３２】
　本発明の油脂組成物には、更に一般の食用油脂と同様に、保存性及び風味安定性の向上
を目的として、抗酸化剤を添加することができる。抗酸化剤としては、天然抗酸化剤、ト
コフェロール、アスコルビン酸パルミテート、アスコルビン酸ステアレート、ＢＨＴ、Ｂ
ＨＡ、リン脂質等が挙げられる。
【００３３】
　本発明の油脂組成物は、一般の食用油脂とまったく同様に使用でき、油脂を用いた各種
飲食物に広範に適用することができる。例えば、ドリンク、デザート、アイスクリーム、
ドレッシング、トッピング、マヨネーズ、焼肉のたれ等の水中油型油脂加工食品；マーガ
リン、スプレッド等の油中水型油脂加工食品；ピーナッツバター、フライングショートニ
ング、ベーキングショートニング等の加工油脂食品；ポテトチップ、スナック菓子、ケー
キ、クッキー、パイ、パン、チョコレート等の加工食品；ベーカリーミックス；加工肉製
品；冷凍アントレ；冷凍食品等に利用することができる。
【実施例】
【００３４】
〔分析方法〕
（ｉ）ＭＣＰＤ－ＦＳの測定（ドイツ脂質科学会（ＤＧＦ）標準法Ｃ－ＩＩＩ　１８（０
９）　オプションＡ準拠）
　フタ付試験管に油脂サンプル約１００ｍｇを計量し、内標（３－ＭＣＰＤ－ｄ５／ｔ－
ブチルメチルエーテル）５０μＬ、ｔ－ブチルメチルエーテル／酢酸エチル混合溶液（体
積比８：２）５００μＬ、及び０．５Ｎナトリウムメトキシド１ｍＬを添加して攪拌した
後、１０分間静置した。ヘキサン３ｍＬ、３．３％酢酸／２０％塩化ナトリウム水溶液３
ｍＬを添加し攪拌した後、上層を除去した。さらにヘキサン３ｍＬを添加し攪拌した後、
上層を除去した。フェニルボロン酸１ｇ／９５％アセトン４ｍＬ混合液を２５０μＬ添加
して攪拌した後、密栓し、８０℃で２０分間加熱した。これにヘキサン３ｍＬを加え攪拌
した後、上層をガスクロマトグラフ－質量分析計（ＧＣ－ＭＳ）に供して、ＭＣＰＤ－Ｆ
Ｓの定量を行った。
【００３５】
（ｉｉ）グリセリド組成
　ガラス製サンプル瓶に、油脂サンプル約１０ｍｇとトリメチルシリル化剤（「シリル化
剤ＴＨ」、関東化学製）０．５ｍＬを加え、密栓し、７０℃で１５分間加熱した。これに
水１．０ｍＬとヘキサン１．５ｍＬを加え、振とうした。静置後、上層をガスクロマトグ
ラフィー（ＧＬＣ）に供して分析した。
【００３６】
（ｉｉｉ）構成脂肪酸組成
　日本油化学会編「基準油脂分析試験法」中の「脂肪酸メチルエステルの調製法（２．４
．１．－１９９６）」に従って脂肪酸メチルエステルを調製し、得られたサンプルを、Ａ
ｍｅｒｉｃａｎ　Ｏｉｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｓ’　Ｓｏｃｉｅｔｙ．　Ｏｆｆｉｃｉａｌ　
Ｍｅｔｈｏｄ　Ｃｅ　１ｆ－９６（ＧＬＣ法）により測定した。
【００３７】
（ｉｖ）トランス体含有率
　上記で得られた脂肪酸組成をもとに、二重結合を２個有する炭素数１８の脂肪酸（全リ
ノール酸）に対する、二重結合を２個有しかつトランス型二重結合を含む炭素数１８の脂
肪酸（トランス型リノール酸）の割合を百分率であらわしたものを「トランス体含有率（
％）」（ＬＴＲ）とした。
【００３８】
（ｖ）水酸基価　日本油化学会編「基準油脂分析試験法２００３年版」中の「ヒドロキシ
ル価（ピリジン－無水酢酸法　２．３．６．２－１９９６）」
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　首長の丸底フラスコに油脂サンプル約５ｇを計量し、アセチル化試薬５ｍｌを加え、フ
ラスコの首に小さな漏斗をのせ、フラスコの底部を加熱浴に約１ｃｍの深さに沈めて９５
～１００℃に加熱した。１時間後、加熱浴からフラスコを取り出し冷却し、漏斗から１ｍ
ｌの蒸留水を加え、再度加熱浴に入れ１０分間加熱した。再び常温まで冷却し、漏斗やフ
ラスコの首に凝縮した液を５ｍｌの中性エタノールでフラスコ内に洗い流し、０．５ｍｏ
ｌ／Ｌ水酸化カリウム－エタノール標準液でフェノールフタレイン指示薬を用いて滴定し
た。なお、本試験と並行して空試験を行い、滴定結果から下記の式をもとに算出した値を
「水酸基価（ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ）」（ＯＨＶ）とした。
　水酸基価＝（Ａ－Ｂ）×２８．０５×Ｆ／Ｃ＋酸価
（Ａ：空試験の０．５ｍｏｌ／Ｌ水酸化カリウム－エタノール標準液使用量（ｍｌ）、Ｂ
：本試験の０．５ｍｏｌ／Ｌ水酸化カリウム－エタノール標準液使用量（ｍｌ）、Ｆ：０
．５ｍｏｌ／Ｌ水酸化カリウム－エタノール標準液のファクター、Ｃ：試料採取量（ｇ）
）
【００３９】
〔風味評価〕
　風味の評価は、５人のパネルにより、各人１～２ｇを生食し、下記に示す基準にて官能
評価することにより行い、その平均値を示した。なお、４以上が消費者への受け入れ性が
よいものと判断される。
５：油っぽくなく、軽い
４：油っぽさが少なく、軽い
３：油っぽさが少なく、やや軽い
２：油っぽさがあるが、やや軽い
１：油っぽさがあり、重い
【００４０】
（原料油脂）
　原料油脂Ａ～Ｃとして、表１の組成を持つ油脂を用いた。
【００４１】
【表１】

【００４２】
実施例１及び２
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　原料油脂Ａ又はＢに対し、薄膜蒸発装置としてスミス蒸留器を用い、圧力４Ｐａ、蒸留
温度２４０℃にて、油脂サンプルを毎分３ｇで供給しながら蒸留を行い処理油を得た。次
いでこの処理油に対して、圧力４００Ｐａ、処理温度１８０℃にて、水蒸気／処理油質量
比＝０．１の条件で３０分間水蒸気を接触させ、油脂組成物を得た。分析値を表２に示す
。
【００４３】
比較例１、３及び５
　原料油脂Ａ～Ｃに前記実施例１等の処理を行わなかった場合の分析値を表２に示す。
【００４４】
比較例２及び４
　原料油脂Ａ又はＢに対して、圧力４００Ｐａ、処理温度１８０℃にて、水蒸気／原料油
脂質量比＝０．１の条件で３０分間水蒸気を接触させた場合の分析値を表２に示す。
【００４５】
【表２】

【００４６】
実施例３～１５、比較例６及び７
　原料油脂Ａ又はＢに対し、ショ糖脂肪酸エステル（Ｏ－１７０、三菱化学フーズ（株）
製）、グリセリン脂肪酸モノエステル（Ｏ－９５Ｒ、花王(株)製）を添加して油脂組成物
を得た。分析値を表３及び４に示す。
【００４７】
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【表３】

【００４８】
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【表４】

【００４９】
　表２～４に示すように、熱履歴を経た公知の油脂（比較例１、３及び５）には風味の重
さがあり、公知の油脂に対し蒸留は行わず処理温度１８０℃にて脱臭処理のみを行った油
脂（比較例２及び４）においても風味の重さの改善は達成できなかった。また、水酸基価
（ＯＨＶ）が８８ｍｇ－ＫＯＨ／ｇを超える油脂（比較例６及び７）では風味の重さが感
じられた。
　一方、油脂組成物の水酸基価（ＯＨＶ）を８８ｍｇ-ＫＯＨ／ｇ以下、かつＭＣＰＤ－
ＦＳの含有量から上記式（１）により求められる値よりも大きい油脂組成物とすることで
、油っぽくなく非常に優れた風味の油脂組成物を得ることができた。



(11) JP 2011-213852 A 2011.10.27

10

フロントページの続き

(74)代理人  100111028
            弁理士　山本　博人
(72)発明者  森脇　淳也
            東京都墨田区文花２－１－３　花王株式会社研究所内
(72)発明者  清水　将夫
            東京都墨田区文花２－１－３　花王株式会社研究所内
(72)発明者  本間　里佳
            東京都墨田区文花２－１－３　花王株式会社研究所内
Ｆターム(参考) 4B026 DC01  DG01  DG06  DG07  DP10 
　　　　 　　  4H059 AA04  BC03  BC13  CA19  DA09  EA25 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	overflow

